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2022年 12月 8日 

一般質問傍聴者等 各位 

佐倉市議会議員 髙橋とみお 

 

地域づくり自由枠交付金制度とは：総社市の事例 

 

地域づくり自由枠交付金制度とは 

全国的な人口減少、少子高齢化の進展により、草刈り、溝掃除、お祭り、空き家対策、農地管

理といったこれまで地域で活動し、守ることのできたことが、どんどんできなくなり、住民のネット

ワークも急速に減少していき、結果、住民個々の負担や生活環境も悪くなってしまいます。さら

に、人口減少による税収の減少、高齢化による社会保障費の増加等により、行政ができること

の範囲もせばめられていくと予想されます。 

こうした状況を打破していくためには、住民同士の話し合い、支えあいによる地域づくり、つま

り、地域でできることはできるだけ地域のみんなで話し合い、決めていただくことが重要になっ

てきます。 

そこで、まず地域のみなさんで話し合っていただく場、 「地域づくり協議会」を作っていただき、

そこに、地域の皆様が自ら使途を決定し活用することができる交付金を交付していきます。平

成 27年 4月から、総社市内全域でスタートしました。 
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地域づくり協議会イメージ 

「地域づくり協議会」は地域の既存の各組織を活用し、互いに連携できる体制づくりを目的とし

ています。小学校区または分館単位でつくられます。 
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自由枠交付金の活用例をご紹介 

 

 

自由枠交付金で変わる お金の流れ 

自由枠交付金の最も特徴的な点は「自由度」です。これまで地域の活動に対する補助金は、

市が予算、地域間のバランスなどを考慮しながら配分・決定していました。申請についても、町

内会や地域団体がそれぞれ書類を提出し、市はそれぞれの団体に補助金を交付するというも

のでした。しかし、この方法では、金額の上限や予算の枠など使途に制約があるため、地域で

本当に必要な時に必要なことができないといった問題が起こります。 

そこで、地域住民で話し合い、地域の事情や特色に合った使い方を決めることができる制度

に変えることにしました。それが「自由枠交付金」です。地域を担う多様なメンバーで組織する

「地域づくり協議会」を作っていただき、そこへ統合して補助金を交付します。用途をみんなで

相談、工夫しながら決めていき、「地域でできることは地域で決めて地域でやる」という、自立し

た地域にステップアップしていくことが期待されます。 
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以上 


